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【前文】 

 白岡市では、美しい自然環境のもと、先人たちにより数々の歴史や文化が

築かれ、豊かな人間関係を育むまちづくりが展開されてきた。私たちは、

それらの地域の特質を発展させ、次世代に引き継ぐ責務がある。 

 白岡市では、地方自治の発展を目指し、広く市民が公共を担う地域社会

の構築、地域課題解決に向けたコミュニティの醸成、少子高齢化社会への

対応、地域の特質を生かした農業振興、これからのまちづくりのための商

業工業の発展など、数々の課題に市民、議会、行政が協働して取り組んで

いる。 

 私たちは、自ら学び自らを向上させながら互いを認め尊重し、自分たち

の手でまちづくりを推進していく必要がある。そして、市民主体の自治を

推進するため、市政における市民の参画と協働の原則を定め、市民、議会、

行政がそれぞれの役割と責任を担うことにより、安全安心で暮らしやすい

地域社会を実現していかなければならない。  

 私たちは、こうした考え方に基づき、ここに白岡市の最高規範として白

岡市自治基本条例を制定する。  

【説明】 

 前文は、条文本体の前に置かれ、その法令の制定の趣旨、理念、目的な

どを強調して述べた文章であり、各条文の解釈の基準となるものです。 

 ここでは、白岡市のまちづくりの過去の状況や現在の取組課題などを明

らかにした上で、この条例の制定により目指す市政のあり方や地域社会に

ついての考えや決意を宣言的に述べたものです。 

 

 

   第１章  総則  

 （目的） 

第１条 この条例は、白岡市における自治の理念を定めるとともに、市政

に関する市民の権利及び責務、議会及び行政の責務等を明らかにするこ

とにより、安全安心で暮らしやすい地域社会の実現を図ることを目的と
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する。  

【説明】  

ここでは、この条例の目的を、①白岡市における自治の理念を定め、②

市政に関する市民の権利と責務、そして③議会及び行政の責務等を明らか

にすることにより、④安全安心で暮らしやすい地域社会の実現を目指すこ

とと定めています。 

 

 

 （定義） 

第２条 この条例において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に

定めるところによる。 

 ⑴ 市民 市内に在住し、在勤し、又は在学する者及び市内で事業を営

むもの又は活動するものをいう。 

 ⑵ 行政 市長その他の執行機関をいう。 

 ⑶ まちづくり 市民、議会及び行政が行う、より暮らしやすい地域社

会を築くためのすべての公共的な活動をいう。  

 ⑷ 協働 市民、議会及び行政が、それぞれの役割及び責任を担い、信

頼及び合意の基に連携し、及び協力することをいう。  

 ⑸ 地域自治組織 地域単位で活動している組織、ボランティア団体そ

の他の市内で自治的な活動をしている組織をいう。  

【説明】 

 ここでは、この条例の解釈を明確にするため、共通理解が必要な用語の

定義を定めています。各号に掲げた用語の意味は、次のとおりです。 

 ⑴ 「市民」とは、市内に在住している者のほか、市内に在勤、在学し

ている者、市内で事業活動や市民活動などを行っている個人、法人、

団体のことをいいます。「活動するもの」には、様々な事例が考えられ

ますが、第３条で市民にまちづくりに参加する権利を規定しているこ

とから、在住・在勤者以外の方については、ボランティアなど公益的・

公共的な活動を行う個人や団体が主に想定されます。  
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   市民を広く定義しているのは、行政需要の多様化、政策課題の広域

化などの状況の中で、地域社会が抱える課題の解決やまちづくりを進

めていくためには、幅広い人々が力を合わせていくことが必要である

との認識に基づきます。 

⑵ 「行政」とは、市長及びその他の執行機関（地方自治法第１８０条

の５に規定されている、教育委員会、選挙管理委員会、公平委員会、

監査委員、農業委員会及び固定資産評価審査委員会）をいいます。 

⑶ 「まちづくり」とは、より暮しやすい地域社会を築くために、市民、

議会、行政が行うすべての公共的な活動のことをいいます。 

⑷ 「協働」とは、市民、議会、行政が、互いの役割を尊重しつつそれ

ぞれが責任を担い、連携、協力することをいいます。また、連携、協

力するためには、互いに理解を深め信頼関係を築き、合意を形成して

いくことが重要です。 

⑸ 「地域自治組織」とは、市が設置している行政区から発展してきた

自治活動や自治会、ボランティア団体やＮＰＯ法人など、地域におい

て自治的な活動を行っている組織をいいます。また、地域自治の基本

的な考え方は、市民が自発的･主体的に地域づくりに関わることです。 

＊行政区とは、行政の健全な発展と円滑な運営を図るために、「白岡市行政区設

置規則」に基づき設置されているものです。 

 

 

 （理念） 

第３条 市民、議会及び行政は、白岡市の自然環境、文化及び伝統を礎に

して、誰もが個人として尊重され、安全安心で暮らしやすい地域社会を、

自らの意思及び責任において協働して実現することを目指すものとす

る。  

【説明】 

私たちの白岡市では、美しい自然環境のもと、先人たちにより数々の歴

史や文化がつくられ、豊かな人間関係を育むまちづくりが展開されてきま
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した。 

そうした白岡市の自然環境等を基礎にして、住民自治を原則として、市

民、議会、行政が、協働（それぞれの役割及び責任を担い、信頼及び合意

の基に連携又は協力すること。）して、「誰もが個人として尊重され安全安

心に暮らせる白岡市・地域社会の実現を目指す」ことを、この条例の理念

として定めるものです。 

 

 

   第２章  市民  

 （市民の権利） 

第４条 市民は、まちづくりに参画する権利を有する。 

２ 市民は、議会及び行政の保有する情報を知る権利を有する。 

３ 市民は、まちづくりに関し、自ら考え主体的に行動するために必要な

事項を学習する権利を有する。  

【説明】 

ここでは、市民が、まちづくりに関わる上での権利を定めています。他

の法令で既に定められている権利も含まれていますが、まちづくりを進め

る上で、市民の有する権利を明確にするため、あえて掲げた事項もありま

す。 

１ 市民が、まちづくりに参画する権利を有することを明確にするもので

す。また、市政への参画を具体的に保障し「協働のまちづくり」を推進

するため、この条例では「第５章 参画及び協働」を設けています。 

２ 市民が、まちづくりに参画するためには、市が保有する情報を知り対

等な立場で参画することが必要であるため規定したものです。また、こ

の権利を担保するものとして「白岡市情報公開条例」があります。 

３ 市民が、まちづくりに関し自ら考え主体的に行動するためには、積極

的に学習することが重要です。市民が自治の主体として自ら学び自らを

向上させることの重要性を、宣言的な意味で規定したものです。 
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 （市民の責務） 

第５条 市民は、まちづくりに主体的に参画するよう努めるものとする。  

２ 市民は、まちづくりに参画するときは、互いに意見を尊重し合い、責

任ある行動をするものとする。  

【説明】  

ここでは、市民が、まちづくりに関わる上の責務や行動規範などを定め

ています。 

１ 主体的に参画するという規定を設けているのは、市民主体のまちづく

りを進めるため、市民が自らの意思に基づき、積極的にまちづくりに参

画することを期待するためのものです。 

２ 私たちが目指す白岡市は、誰もが個人として尊重されるまちです。従

って、まちづくりに関しても、すべての人々が他者の意見を尊重し、行

動にも責任を持たなければなりません。そのことが、その第一歩になる

と考えます。 

 

 

   第３章  議会  

 （議会の責務） 

第６条 議会は、白岡市の意思決定機関として、この条例の理念にのっと

り、住民福祉の向上を目指し、政策の提言及び条例の立案に努めるもの

とする。 

２ 議会は、市民の意思を的確に反映した行政運営が行われているか、行

政の監視に努めるものとする。 

３ 議会は、市民に対し、審議経過及び結果を分かりやすく情報提供する

など、開かれた議会運営に努めるものとする。  

【説明】  

 ここでは、議会が市民の信頼にこたえるために担うべき役割（果たすべ

き責任）を規定しています。 

１ 議会は、白岡市の意思決定機関として、常に市民の意向を把握し、住
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民福祉の向上を図る責任があります。このため、政策の提言や条例の立

案に努める必要があります。 

２ 議会は、行政と良好な緊張関係を保ちながら、行政執行が適切に行わ

れているのかを監視する必要があります。行政の監視は、予算、決算、

重要な契約の締結、各種の調査権など、地方自治法に規定されている権

限を適切に行使して行います。 

３ 市民がまちづくりに主体的に関わるためには、市民とって身近な議会

とすることが重要です。そのため、定例会だけではなく、臨時会や委員

会の審議経過や結果を分かりやすく情報提供するなど、市民と議会をつ

なぐ活動を行い、開かれた議会運営に努める必要があります。 

 

 

 （議員の責務） 

第７条 議員は、市民の信頼にこたえるため、政治倫理の確立に努めると

ともに、公正かつ誠実に職務を遂行するものとする。  

２ 議員は、市民に対し、自らの議員活動の情報提供に努めるものとする。 

【説明】  

 ここでは、議員が市民の信頼にこたえるために担うべき役割（果たすべ

き責任）を規定しています。 

１ 議員は、市民の信頼にこたえるため、政治倫理の確立に努めるととも

に、行政執行の監視などその職務を公正かつ誠実に遂行する必要があり

ます。 

２ 議員は、議会開会中のみならず、年間を通して自らの議員活動につい

て、市民にわかりやすい情報提供を行うことにより、議員活動に対する

市民の関心を高め、説明責任を果たしていく必要があります。 

 

 

   第４章  行政  

 （行政の責務） 
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第８条 行政は、市民の信頼にこたえるため、この条例の理念にのっとり、

参画及び協働による行政運営に努めるものとする。  

２ 行政は、市民の意向を的確に把握し、市民のニーズにこたえた行政運

営を行い、住民福祉の向上に努めるものとする。  

３ 行政は、透明で開かれた市民主体の行政運営に努めるものとする。  

【説明】  

ここでは、行政が担うべき役割（果たすべき責任）を規定しています。 

１ 行政は、住民自治を基本として行政運営を行ない市民の信頼にこたえ

ていかなければなりません。そのため、行政は市民の参画と協働による

行政運営に努め、常に市民と向き合うことが重要です。 

２ 行政は、市民の意向を把握し、的確に市民ニーズにこたえ、市民目線

の行政運営を行うことが重要です。また、市民ニーズを的確に把握し、

市民の求める行政サービスを展開することは、住民福祉と市民の満足度

の向上につながるものとなります。 

３ 行政は、市民に行政情報等を公開し、幅広い市民の参画を推進し、透

明で開かれた市民主体の行政運営に努める必要があります。また、行政

情報等の公開や市民参画を推進することで、行政運営の改善や、新たな

行政課題や市民のニーズに対応した効率的で効果的な行政運営に寄与す

ることにもなります。 

 

 

 （市長の責務） 

第９条 市長は、市政に関する基本方針を定め、誠実に取り組むとともに、

その結果を市民に公表するよう努めるものとする。 

２ 市長は、白岡市の統轄代表者として職員を適正に指揮監督し、公平か

つ公正に職務を執行しなければならない。 

３ 市長は、中長期的な展望に立ち、限りある財源を効率的に活用し、健

全な財政運営に努めなければならない。  

【説明】  
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 ここでは、市長が担うべき役割（果たすべき責任）を規定しています。

行政（執行機関）には市長も含まれ、その責務もありますが、市長は白岡

市の統轄代表者であるため、あえて責務の項目を別に設けています。 

１ 市長は、執行機関（行政）の一つでありますが、白岡市を統轄（事務

全般について総合的統一を確保）し、代表する権限を有しています。市

長は市政の最高責任者として、市民に対し市政に関する基本方針（総合

的かつ計画的なビジョン）を明らかにし誠実に取り組むとともに、その

結果の公表に努めるものとします。また、そうすることにより、行政の

透明性がさらに高まり、市民のまちづくりに対する関心が高まると考え

ます。 

２ 市長は、市政の統轄代表者として職員を適正に指揮監督し公正かつ誠

実に職務にあたらなければなりません。 

３ 市長は、自治体経営の視点から、短期の年度だけでなく、中長期的な

展望に立ち、財源を効率的に活用し、健全財政の確保に努めなければな

りません。 

 

 

 （職員の責務） 

第１０条 職員は、全体の奉仕者であるとともに、自らが市民であること

を自覚し、まちづくりに必要な能力の開発及び向上を図り、誠実かつ効

率的に職務を遂行しなければならない。  

【説明】  

ここでは、職員が担うべき役割（果たすべき責任）を規定しています。 

 職員は、全体の奉仕者として、市民の信頼にこたえ、市民サービスの向

上に努めることが期待されています。 

また、職員も、この条例では「市民」の範囲に入ることを自覚して、ま

ちづくりに必要な能力の開発や向上を図るとともに、誠実かつ効率的に職

務を遂行することが求められます。職員は、行政を日常的に執行する立場

に加え、まちづくり関わる市民としての視点も合わせ持ち、市政運営上の
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政策課題を見つけ出し、その解決に向けて力を発揮することが求められて

います。 

 

 

 （行政組織） 

第１１条 行政は、その補助組織を、市民にとって分かりやすく、効率的

かつ機能的なものとし、社会情勢の変化に応じて、迅速に見直すよう努

めるものとする。  

【説明】 

 ここでは、行政組織のあるべき姿を規定しています。 

 行政組織は、市民のために仕事を行う組織であり、市民の目線に立ち課

の名称や事務などが市民のとってわかりやすい行政組織とし、効率的で機

能的であるとともに、社会情勢の変化に迅速に見直しされなければなりま

せん。また、縦割り行政の弊害を無くすため、職員同士で情報を共有し、

課の組織を超えた横の連携やつながりを作ることも重要です。 

 

 

 （危機管理体制） 

第１２条 行政は、災害等の緊急事態から市民の生命及び財産を守るため、

総合的な危機管理体制の確立に努めなければならない。  

【説明】  

 災害等の緊急事態から市民の生命及び財産を守るため、日頃から危機管

理体制を確立しておくことは、行政に課せられた社会的使命です。 

 近年、災害への対応には、自助・共助・公助があると言われています。

いつ発生するかわからない災害に備え、行政が取り組む危機管理、地域住

民の協力や連帯によって取り組む危機管理など、個人がそれぞれの家庭で

取り組む事項など、それぞれの役割に応じた危機管理体制を整備しておく

ことが重要です。 
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 （国及び他の地方公共団体との連携等） 

第１３条 行政は、広域的な課題の解決又は行政運営の効率化を図るため、

国及び他の地方公共団体と連携し、及び協力するよう努めなければなら

ない。  

【説明】  

白岡市は、市民、議会及び行政の力だけで成り立っているわけではあり

ません。広域的な課題の解決や行政運営の効率化を図るため、行政は、国

や都道府県及び他の市区市村と連携、協力する必要があります。また、ひ

いては、そうした広域的な連携、協力を進めることが行政サービスの向上

に繋がることも期待できます。 

 

 

 （行政手続） 

第１４条 行政は、市民の権利利益を保護するため、処分、行政指導及び

届出に関する手続に関し、公正を確保するとともに透明性の向上に努め

なければならない。  

【説明】  

白岡市では、既に「白岡市行政手続条例」が制定されていますが、市民

の権利や利益を保護するためには、透明で公正な行政手続を確保すること

が重要ですので、市民との信頼関係を築くためには重要な項目であると考

えるので、ここにあえて規定しています。 

 

 

   第５章  参画及び協働  

 （参画及び協働） 

第１５条 市民、議会及び行政は、協働によるまちづくりを推進するもの

とする。 

２ 行政は、まちづくりに関する市民の提案等の把握に努めるとともに、

市民から提案等があったときは、当該提案等を尊重するものとする。  



 11 

３ 行政は、まちづくりの重要な計画等の策定又は改廃に当たり、市民の

意見を聴くとともに、意見が提出されたときは、考え方を公表するもの

とする。 

４ 行政は、市民の意見を市政に反映させるため、幅広い市民の参画に努

めるものとする。 

５ 前項に規定する市民の参画に関して必要な事項は、別に条例で定め

る。  

【説明】  

  ここでは、市民の参画と協働によるまちづくりを推進するための原則を

定めています。 

１ この条例では、市民、議会、行政が、それぞれの役割と責任を担い、

信頼と合意の下に連携又は協働して、誰もが個人として尊重され安全安

心に暮らせる地域社会を目指すことを理念としています。従って、議会

及び行政は、市民と相互理解を深め信頼を築きながら、協働によるまち

づくりを推進することが原則です。 

  また、市民・議会・行政が互いにまちづくりの主体として、広く公共

サービスを担っていくという考え方があります。そうした、新たな公共

分野を開拓していくためには、市側からの協働の提案だけでなく、市民

側から提案で協働を求められた場合にも、この条例の理念にのっとり、

議会及び行政が誠実に対応することも重要です。 

２ 地方自治の原則である住民自治を進展させるためには、市民の提案や

意見などの把握に努めるとともに、市民から提案等があった場合は、尊

重することを定めるものです。 

３ 行政は、まちづくりの重要な計画等の策定や改廃にあたり、市民の意

見を聴き、意見に対する考えを公表するよう定めるものです。その一つ

の方法として、既にパブリックコメント制度が運用されています。 

行政の計画等について市民の意見を聴くことで、情報が共有化と住民

参画機会の拡大につながり、当該計画等に市民の意見を反映させること

で、行政の透明性と市民の信頼確保にもつながります。 
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４ 行政は、市民の意見を市政に反映させるため、幅広い市民の参画に努

めるものです。 

ここでいう市民の参画は、地方自治法第２０２条の３第１項で規定さ

れている附属機関や、市長等が任意で設置する審議会等に、市民が委員

として参画することを意味しています。附属機関等の委員は、それぞれ

の設置目的等に照らして支障の無い範囲で、原則として公募を取り入れ、

また、「男女共同参画プラン」に基づき、委員の男女構成比も考慮しなが

ら、幅広い人材を選任する必要があります。 

５ 「市民が、まちづくりに参画する権利」を具体的に保障し、第４項に

定めた市民の参画に関し必要な事項を、別に条例で定めることを規定し

たものです。 

 

 

   第６章  地域活動及び地域自治組織  

 （地域活動及び地域自治組織） 

第１６条 市民は、各種の地域活動を通じて、地域の課題解決及び活性化

に努めるものとする。 

２ 議会及び行政は、まちづくりにおける地域自治組織の役割を重視し、

その活動の支援に努めるものとする。  

【説明】 

 ここでは、地域活動及び地域自治組織の役割を規定しています。 

１ 地域活動には、ボランティア活動や市が設置した行政区から発展した

自治活動など幅広い活動を含みます。市民が、さまざまな地域活動に参

加することにより地域の課題解決と活性化も図れるものと考えます。 

また、そうした地域活動を行う人たちが地域自治の担い手となり、地

域の人々と協力して地域課題の解決に取り組み、さらには、行政運営の

場でも活躍することが期待されます。 

２ 議会及び行政は、地域において自治的な活動を行っている地域自治組

織の役割を重視して、それぞれ活動の自主性を尊重しつつ、支援に努め
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ます。また、地域自治組織が、各地域においてまちづくりの重要なパー

トナーとなることが期待されます。 

 

 

   第７章  情報の公開、提供及び共有  

 （情報の公開、提供及び共有） 

第１７条 議会及び行政は、市民に対し説明責任を果たし、市政への参画

を促進するため、市政情報を公開するとともに、市民と情報の共有を図

るため、市政情報の積極的な提供に努めるものとする。 

２ 地域自治組織は、組織運営の透明性を向上させ、その活動への参画を

促進するため、活動情報の提供に努めるものとする。  

３ 議会、行政及び地域自治組織が、前２項に規定する情報の公開又は提

供を行うときは、個人の権利利益を保護するため、個人情報を適正に取

り扱うものとする。  

【説明】 

ここでは、議会及び行政や地域自治組織が保有している情報の公開、提

供及び共有の原則について定めています。 

１ 議会及び行政は、市民の知る権利を保障するため、保有する情報を公

開しなければなりません。これを具体的に保障する仕組みとして、白岡

市情報公開条例が既に制定されています。 

  また、まちづくりでは市民、議会及び行政の三者が協働することが重

要です。そのためには、まず、市民と情報の共有に努める必要がありま

す。市政情報を広報やホームページなどで積極的に提供することにより、

市民の市政に対する関心が高まり、ひいては具体的なまちづくり活動へ

の参画や支援が活性化することが期待されます。 

２ 自治会やＮＰＯ等の地域自治組織も、組織運営の透明性の向上と活動

への参画促進のため、活動状況などの情報提供に努めるものとします。 

なお、地域自治組織は自治的な組織ですので、当然のことですが提供

情報等はそれぞれが判断するものです。 
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３ 議会及び行政や地域自治組織が、情報の公開や提供を行うに当たって

は、個人の権利や利益を保護するため、「個人情報の保護に関する法律」

や「白岡市個人情報保護条例」など関係法令に基づき、個人情報を適正

に取り扱わなければなりません。 

 

 

   第８章  次世代  

 （次世代） 

第１８条 市民、議会及び行政は、次世代を担うこどもが様々な学習及び

経験を重ねて心豊かに成長し、個性及び能力を十分に発揮できるような

まちづくりに努めるものとする。 

２ 市民、議会及び行政は、次世代のまちづくりの主役となるこどもが、

それぞれの成長段階に応じ、まちづくりに参画することを促進するもの

とする。  

【説明】  

ここでは、次世代を担うこどもが健やかに成長し、まちづくりに参加す

ることについて定めています。白岡市が将来にわたり発展していくため、

まちづくりを引き継ぎ、次世代を担うこどもに特に焦点を当てています。 

１ 市民、議会、行政は、次世代を担うこどもが様々な学習や経験を重ね、

心豊かに成長し、個性や能力を十分に発揮できるようなまちづくりに努

める必要があります。 

こどもの成長は私たち大人の大きな喜びでもあります。こどもは家庭

だけでなく、学校やサークルなど地域の活動もこどもの成長に大きな役

割を果たしますので、市民、議会、行政が共にこどもの成長を支援する

ような取組が期待されます。 

２ こども段階から、地域でのさまざまな活動を通じてまちづくりに参画

していくことで、市政にも興味を持ち、ひいては将来の白岡市を担う人

材として成長することが期待できますので、市民、議会、行政は、こど

もがまちづくりに参画することを促進する必要があります。 
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   第９章  住民投票  

 （住民投票） 

第１９条 市長は、市政に関する重要事項について、市内に住所を有する

者若しくは議会から請求があったとき、又は住民の意思を確認する必要

があると判断したときは、住民投票を実施するものとする。  

２ 前項に規定する住民投票を請求する場合の要件、投票することができ

る者の資格その他住民投票の実施に関し必要な事項は、別に条例で定め

る。  

【説明】  

ここでは、市政の重要事項について住民の意思を直接確認するための住

民投票制度に関し、実施する場合の要件など基本的事項について規定し、

常設型の住民投票制度を定めたものです。市政の重要事項としては、他市

との合併など住民生活に重大な影響を与える事項が想定されます。 

１ 市長は、市政の重要事項について、市内に住所を有する者若しくは議

会から請求があったとき、また自らが住民の意思確認が必要と判断した

ときは住民投票を実施することとするものです。 

２ この条例だけでは住民投票の実施にかかる手続など詳細な事項をすべ

て規定することはできないため、必要な事項を別の条例で定めることを

規定したものです。 

 

 

   第１０章  検証等  

 （検証） 

第２０条 市長は、この条例の施行後４年を超えない期間ごとに、この条

例で規定する自治のあり方を、市民の参画する組織を設置し、検証しな

ければならない。  

【説明】  

 この条例で規定した、市民参画条例や住民投票条例の策定状況や市民参

画の状況など自治のあり方が、実際の施策や活動の中で実行されているか、
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また、時代や社会情勢の変化に則したものとなっているか検証する必要が

あります。 

 このため、市長は、４年を超えない期間ごとに市民が参画する委員会を

設置して検証を行うこととしています。 

 

 

 （改正又は廃止） 

第２１条 議会及び市長は、この条例を改正し、又は廃止しようとすると

きは、この条例の理念を尊重して行うものとする。  

【説明】  

この条例も、時代の変化等により改正や廃止を行うことが想定されます。

議会及び市長は、そうした場合にこの条例の理念を尊重し、市民参画のも

とで広く市民の意思を踏まえて行なうよう規定するものです。 

 

 

   第１１章  補則  

 （委任） 

第２２条 この条例に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事

項は、市長が別に定める。  

【説明】  

 この条例に規定したこと以外に、施行に関し必要な細々した事項を定め

ることが必要となる場合、市長が別に定めることを規定するものです。 

 

 

   附  則  

 （施行期日） 

１ この条例は、平成２３年１０月１日から施行する。ただし、第９章の

規定は、平成２５年１０月１日までの間において規則で定める日から施

行する。 
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 （白岡市自治基本条例策定審議会条例の廃止） 

２ 白岡市自治基本条例策定審議会条例（平成２２年白岡市条例第１７号）

は、廃止する。 

 （特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関する条例の一部

改正） 

３ 特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関する条例（昭和

３１年白岡市条例第５号）の一部を次のように改正する。  

  別表白岡市自治基本条例策定審議会の部を削る。  

【説明】  

１ この条例の施行日を平成２３年１０月１日と定めるものです。ただし、

第９章で規定した住民投票については、住民投票の実施に関する手続き

その他必要な事項を別に条例で定めることとしているため、別に条例が

定められるまでは実質的に運用ができないことから、それらに係る作業

期間等を考慮し、その施行を平成２５年１０月１日までの間において規

則で定める日まで延ばすものです。 

２ この条例について調査審議いただくため設置した白岡市自治基本条例

策定審議会については、この条例が制定されたことにより設置目的が達

成されるため「白岡市自治基本条例策定審議会条例」を廃止するもので

す。 

３ 第２項で「白岡市自治基本条例策定審議会条例」を廃止することに関

連して、報酬及び費用弁償を定めていた「特別職の職員で非常勤のもの

の報酬及び費用弁償に関する条例」を一部改正し、金額等を削除するも

のです。 


